
「令和６年度剣道中央講習会」官公庁剣道連盟報告会資料 

１．日 時   令和６年４月２８日（日）14：00〜17：00 小豆沢体育館第二武道場  

第１回   講習会概要 

２．日 時   令和６年５月２５日（土）13：00〜16：30 市ヶ谷厚生棟２F 体育館 

第２回   日本剣道形、木刀による剣道基本技稽古法・指導法 

３．日 時   令和６年６月９日（日）13：00〜17：00 小豆沢体育館第二武道場   

第３回   審判法（予定） 

 報告者   谷口茂樹教士 （官公庁剣道連盟理事長）  

       ＊木刀による剣道基本技稽古法・指導法は、定例稽古会にて実施する。 

 

令和６年度（第５９回）剣道中央講習会『報 告』 

１． 目 的 

剣道の普及・発展のため、全日本剣道連盟と各都道府県剣道連盟及び全国組織剣道関係団

体との意思の疎通を図るとともに、新型コロナウイルス感染拡大の中で、指導法・審判法に

ついて共通の理解を得ることを目的とする。 

２．日 時  令和６年４月６日（土）～４月７日（日）２日間 

３．会 場  神戸市中央体育館 （兵庫県神戸市中央区楠町 4-1-1） 

４．主 催  公益財団法人全日本剣道連盟  主 管  公益財団法人兵庫県剣道連盟 

５． 講 師  中田琇士 範士   松田勇人範士  

        濱﨑 滿 範士   宮坂昌之教士  

        香田郡秀 範士   佐藤厚子教士 

        

６．受講者５３名（各都道府県各１名 全国組織各１名 ） 谷口理事長参加 

＊受講者資格：剣道教士七段以上、各都道府県剣道連盟及び全国組織剣道団体の運営及び指導的立場にある

専務理事・理事長又は各団体が認める同等の責任者 （各団体１名） 

７．日 程 

4 月６日（土）13：30開講式～17：20  

① 令和６年度全剣連の事業計画他 中谷行道専務理事 

② ガイドラインを踏まえた試合・審判の留意点並びに今後の展開 香田郡秀講師 

③ 木刀による剣道基本技稽古法 濱﨑滿講師 

④ 指導法 松田勇人講師 

⑤ 稽古会の在り方 全講師 

4 月７日（日）9：00～13：30 閉講式 

⑥ 感染症対策並びに剣道の安全性 宮坂昌之教士 

⑦ 女子委員会（女子委員会活動内容とお願い） 佐藤厚子教士 

⑧ 日本剣道形 中田琇士講師 

⑨ 普及委員会「剣道の理念」理解の深化に向けて 

⑩ 質疑応答 蒔田         

⑪ 閉 講 式 13：20～          P1  



 

剣道中央講習会々場（神戸市中央体育館）           講 議 模 様   

 

○開講式 13時 30 分 

網代会長挨拶：本講習会は、全日本剣道連盟の決定事項を的確に伝達することを目的とし最も重要な

講習会であります。本年は、各都道府県剣道連盟、全国組織団体の代表１名の参加で兵庫県剣道連盟

のご協力によって開催できました。新型コロナはまだ終息しておりません。我々は、コロナに対する

すべを付けることができた。 全日本剣道連盟は、令和６年度も、ガイドラインをしばらく継続して

事業を推進いたします。この講習会で講習生の皆様には、年度の重要な事柄を持ち帰り各団体に確り

指導して頂きたい。 以上 

 次に 

・主管兵庫剣道連盟神谷（ミタニ）会長挨拶：年度始め４月６日７日土日に開催となりました。 新年早々に起き

ました能登半島では多くの被害が発生しました。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。 

次に 

・役員、講師及び幹事の紹介がされ開講式が終了した。 

 

【講 議】 

〔１〕令和６年度全剣連の事業計画他 （中期計画進捗状況含む）  

講師：中谷行道専務理事 

令和６年度事業計画抜粋、全日本剣道連盟は、わが国の伝統と文化に培われた剣道の普及・発展を 

図ると共に、心身の練磨による人づくりと我が国社会の健全な発展に貢献することを目的とする。 

よって、以下の基本方針並びに重点方策に基づき令和６年度の事業を展開する。 

第１． 基本方針 

「剣道の理念」に基づき、社会から高く評価される活力ある剣道界のさらなる発展の実現を目指

し、国内外各層への剣道普及を図る。 

第２． 重点方策 

１． 伝統文化としての剣道の正しい普及と発展のために、教育の充実を図る。 

２． 中学校武道必修かに伴う剣道の課題を検討して諸施策を立案し、その推進を支援する。 

３． 強化・指導・教育を通じて、資質の高い剣道人を育成する。 

４． 称号・段級位制度の適正な運用を図る。 

５． 試合・審判規則とその細則並びに運営要領を厳正に運用し、剣道の質を高めるために、指導法

と連携し、審判による試合の充実と活性化を図る。 

P２ 



６． 国際剣道連盟の活動を支援し、海外を含めた剣道諸団体の健全な育成・強化を図る。 

７． 資産の効率的な運用と業務処理の効率化による経費削減に努め、財政基盤の強化を図る。 

８． 一般社会の剣道への理解を深めるため、広報並びに文化関係事業の展開に注力する。 

第３． 重点事項 

本年度は、伝統文化としての剣道の正しい普及と更なる剣道の質の向上を図るため、指導・教 

育体制を強化し、以下の重点事項を実施する。このほか、主催・共催各大会をはじめ、審査

会、講習会、社会体育指導員養成講習会等の充実を図るとともに、諸団体の行う重要な大会及

び講習会を後援し、その充実に協力する。 

なお、主な大会、審査会、各種講習会等は行事日程表のとおりである。 （添付資料 P3.4） 

（抜粋） 

○大会は、主催、共済大会は日程表のとおりである。京都演武大会も有観客にする。 

・国民スポーツ大会剣道大会は、9/28～9/30佐賀県で開催。また、国際大会・世界選手権大会は 7/4～ 

7/7にミラノで開催される。 

・審査会については、数年に１回開催の北海道、宮城、沖縄、山梨での審査会を復活する。 

・講習会は、後援講習会の復活 

 指導者育成中央講習会 10月、３月の２回（八段）、審判法東西研修会（東日本・西日本）６月、女子指導 

法講習会 7月、２月の２回、 

・後援大会（山梨剣連７０周年記念・全日本女子選抜七段優勝大会、甲府市初） 

  ○倫理に関するガイドライン 令和５年１1月２日改正 資料に基づき概略説明がされた。（添付資料） 

    （抜粋）  

   ・居合道金銭授受問題の記述を削除。 

   ・処分の実施の記述を追加  なお、このガイドラインに違反する行為が行われたときは、全剣連は、綱紀委

員会規則等にしたがい厳正な処分を実施することに留意されたい。 

   ・身体的・精神的暴力（バイオレンス）行為等について （参考）補足説明を追加 

     指導者が稽古に名を借りて暴力をふるってとの訴えが時にある。稽古を騙る（かたる）このような行為は絶 

対許されないことを指導者は自覚すべきである。 

剣道は「子弟同行」という言葉がある。剣道の稽古において、師と弟子が志を同じくして修行すること、剣

道修行の望ましい姿とされている「剣道指導要領」より。 とすれば、師（指導者）が弟子の人格までも損な

うような暴力、暴言は絶対にしてはならない。 

  ○差別・プライバシーについて  

    (2)性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別を行ってはならない。 

   ＬGＢＴ関連記述と補足説明を追加 

   【参考】 

  ・性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向。 

  ・ジェンダーアイデンティティとは、自己の属する性別についての認識に関するその同一世の有無または、 

程度に係る意識  以上 

○コンプライアンスの徹底（全剣連の取り組み） 

     ガバナンス（適正な組織運営）、コンプライアンス（法令遵守・全剣連規則・ルール含む） 

   ○剣道人口の減少（暴力、体罰、その他ハラスメントの根絶を行なう必要がある） 

   ○無くならない不祥事                                      以  上 
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〔２〕ガイドラインを踏まえた試合・審判の留意点並びに今後の展開  香田講師 

  ○新型コロナ感染症は収束していない。 暫定審判法により剣道が良くなっている。継続。審判規則・細則が変

わるものでは無いが運営の手引きの改正８月ごろ発表予定あり。 

  ○試合者は、面マスクまたはシールドの着用する。 

  ○審判員は、マスクは着用しない。但し控え席でのマスクは個人の判断による。 

○令和６年度 審判関係の行事の説明（女子審判研修会、静岡市５月・つくば市８月、女子講習会・姫路市１ 

月）中央研修会（八段）勝浦市 11/30・12/1、1/18・19の２回）、東西研修会、山梨・奈良市６月以上   

（注意） 

（1） 境界線間際において、試合者相互がつば競り合いから分かれる場合⇒場外にでるようであれば止めをかける。 

（２） 反則内容の説明⇒反則内容について、試合者及び観衆にも理解できるようにジェスチャー等も交えながら明確に知らせ 

る。(公正を害する行為等)            P６ 



 P７ 

 



「暫定的な試合審判法の講習模様」                 試技者兵庫県警剣道部協力         
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〔３〕 木刀による剣道基本技稽古法  濱﨑講師 

（日本剣道形と竹刀剣道との中継ぎ）・指導者は、木刀による基本技稽古法を指導できるようにする。 
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〔４〕指導法 松田講師 
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【５】稽古会の在り方    

○稽古法 【剣道指導要領】P148～（参考として記載する） 

○意義：稽古とは、「 古
いにしえ

を 稽
かんが

える」先人の教えについて工夫、研究するという事である。 

鍛錬、錬磨、修錬、修行の意味もある。 したがって、剣道の稽古は、単に技術の上達を図ったり、

身体を丈夫にすることばかりでなく「すべての道に通ずる心理の探求と、人としての在り方を考え

る」という目的を達成する意味がある。 

○基本稽古：剣道の高度で洗練された技術も基本の積み重ねにより発揮される。 

①切り返し ②約束稽古 ③打ち込み稽古 ④掛かり稽古 

○互角稽古：地稽古・歩合稽古（同じ程度の者同士又は、実力の相違があっても対等の気持ちで行う） 

○引き立て稽古：指導者が元に立って下位の者を上達するように行う稽古。 

○試合稽古：習得した技を試合において発揮できるように試合形式で行う稽古。 

○様々な稽古：一人稽古（基本動作・対人的技能の向上・工夫研究）、見取り稽古（他の人の稽古を見 

て良いところを学び、自分の稽古を反省・改善に役立てる。他立切稽古、出稽古、合宿、寒稽古、暑 

中稽古など精神的鍛練を兼ねた技能の向上を図るものもある。 以上 

 

４月７日（日）9：00～ 

【６】感染症対策並びに剣道の安全性 宮坂講師 

 

○新型コロナ感染症は、収まりつつあるがおそらくこの社会から暫くの間消えないであろう！  

  ○新型コロナ感染症の重症化の割合は、大きく減ったが、オミクロン株が流行して以来、感染者が急増しこのた

め第八波で重傷者・死者は最も多くなった。 

  ・高齢者、８０歳程度の方は、免疫力の低下、持病があるためワクチンの効果が十分に出ず結果として重傷者・

死者が多くなる。最近の死者の９割が７０歳以上の高齢者です。 

 ○子供、若者の新型コロナ感染は、病状は軽いと言われているが実際はかなりの後遺症問題がある。 

  ○新型コロナ感染は、若い世代から年代の高い方に広がる傾向がある。 

  ○稽古時には、面マスクまたはシールドの着用を御願いします。また、シールドの下部隙間をスポンジ状のもの

で塞ぐと飛沫飛散の防止に大きな効果を得ることができた。 

  ○飛沫の吸い込みを避けるためには、通風・換気が重要です。    以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P１１ 



【７】女子委員会（女子委員会活動内容とお願い） 佐藤講師 

 P１２ 



【８】〔日本剣道形〕  中田琇士講師  

 

(１)日本剣道形制定の経緯 解説書 P1、講習会資料 P9 参照 

 

(４)重点事項（剣道講習会資料ｐ91） 

 

 

P１３ 



 

（日本剣道形解説書の指導上の留意点 P21参照）講習会資料 

 

 

P１４ 



 

 

 

 

 

剣道形講議の模様 

義の 
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【９】普及委員会「剣道の理念」理解の深化に向けて   姫野幹事 

講習会資料 P3から 

○剣道の理念 剣の理法の修錬による人間形成の道である  

○剣道修錬の心構え 

剣道を正しく真剣に学び 心身を錬磨して旺盛なる気力を養い 

剣道の特性を通じて礼節をとうとび 信義を重んじ誠を尽くし 

常に自己の修養に努めよって国家社会を愛して広く人類の平和繁栄に 

広く人類の平和繁栄に寄与せんとするものである 

            昭和５０年３月２０日制定 全日本剣道連盟 

 

剣道の理念の深化に向けて  「剣道は剣の理法の修練による人間形成の道である」 普及委員会 

  ○剣の理法とは、気剣体一致した打突を生み出すための 心法（心の働き）、刀法（刃筋、物打ち、鎬などが機

能する刀・木刀・竹刀の適正な操作、身法（体勢・体捌きなどの身体の運用）とが一体となっているもの。 

 ○若い層にも理解されるように剣の理法を全剣連の見解を明確に示す。 

○指導は、指導者の裁量に任せる。  以上 

 

○閉会式 13：30 

閉会式 修了証授与 
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